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○１０月１８日、国道２７号旗護山トンネル下り線(延長1790ｍ)におい
て、設備点検を実施したところ、トンネル内消火設備配水管の漏水によ
り、消火栓及び給水栓が機能していないことが確認されました。
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○敦賀美方消防組合と協議し、緊急時には大型消防車の派遣により対応
していただくことで調整しています。また、福井河川国道事務所の散水
車も配備に向けた準備をしています。

○今後、原因を調査し、速やかに機能回復に取り組んで参ります。

※なお、この消火設備は、全てのトンネルに設置されるものではなく、
一定の交通量とトンネル延長があるところに設置しています。
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※旗護山トンネル

※消火栓及び給水栓
外観写真

給水栓とは

消火栓とは

消防隊が、本格消火活動時にホースを接続することにより、消火用水を
給水し、消火を行うための設備です。
トンネル内で発生した火災に対する初期消火用の放水設備で、トンネル
利用者などが１人で操作できる設備です。

福井県敦賀市～美浜町

国道２７号旗護山トンネル


